
 

 

 

令和７年３月６日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  雇用保険法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 

  

２ 改正の概要 

(1) 就業手当（失業保険の受給資格者が１年未満の非正規雇用の職業に就業

した場合等に支給される手当）が廃止されたことに伴い、規定を整備す

る。（第１３条関係） 

(2) 地域延長給付（雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定

する地域内に居住する等の要件を満たす者に対して、基本手当の給付日

数が延長される暫定措置）が２年延長されたことに伴い、規定を整備す

る。（附則第９条関係） 

    

３ 施行期日  

令和７年４月１日 
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江東区職員の退職手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第１２条 （略） 第１条～第１２条 （略） 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに

定めるもののほか、第１項又は第３項の規定

による退職手当の支給を受けることができる

者で次の各号の規定に該当するものに対して

は、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手

当として、雇用保険法の規定による技能習得

手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移

転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い

支給する。 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに

定めるもののほか、第１項又は第３項の規定

による退職手当の支給を受けることができる

者で次の各号の規定に該当するものに対して

は、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手

当として、雇用保険法の規定による技能習得

手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移

転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い

支給する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第５６条の

３第３項に規定する就業促進手当の額に相

当する金額 

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第

５６条の３第３項に規定する就業促進手当

の額に相当する金額 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略） 

９～１１ （略） 

１２ 第８項第４号に掲げる退職手当の支給が

あったときは、第１項、第３項又は第８項の規

定の適用については、次の各号に掲げる退職

手当ごとに、当該各号に定める日数分の第１

項又は第３項の規定による退職手当の支給が

あったものとみなす。 

 

 

 

(1) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号イ

に該当する者に係る就業促進手当に相当す

る退職手当 当該退職手当の支給を受けた

日数に相当する日数 

(2) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロ

に該当する者に係る就業促進手当に相当す

る退職手当 当該就業促進手当について同

条第５項の規定により基本手当を支給した

ものとみなされる日数に相当する日数 

９～１１ （略） 

１２ 第８項第４号に掲げる退職手当の支給が

あったときは、第１項、第３項又は第８項の規

定の適用については、雇用保険法第５６条の

３第１項第１号に該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当について同条第４項

の規定により基本手当を支給したものとみな

される日数に相当する日数分の第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給があったも

のとみなす。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

2



１３・１４ （略） １３・１４ （略） 

第１４条～第２４条 （略） 第１４条～第２４条 （略） 

附 則 

第１条～第８条 （略） 

（第１３条第７項の規定の適用に関する特例） 

第９条 令和７年３月３１日以前に退職した職

員に対する第１３条第７項の規定の適用につ

いては、同項中「第２８条まで」とあるのは「第

２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号中

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定め

る者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認めたもの」

とあるのは 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者であって、同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、区長が

同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法第

４条第４項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、区長が同法第２４条の２第１項

に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うことが

適当であると認めたもの（アに掲げる者

を除く。）」 

とする。 

第１０条・第１１条 （略） 

 

 

 

 

附 則 

第１条～第８条 （略） 

（第１３条第７項の規定の適用に関する特例） 

第９条 令和９年３月３１日以前に退職した職

員に対する第１３条第７項の規定の適用につ

いては、同項中「第２８条まで」とあるのは「第

２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号中

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定め

る者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認めたもの」

とあるのは 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者であって、同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、区長が

同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法第

４条第４項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、区長が同法第２４条の２第１項

に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うことが

適当であると認めたもの（アに掲げる者

を除く。）」 

とする。 

第１０条・第１１条 （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区職員の退職

手当に関する条例第１３条第８項第４号（同

条第９項において準用する場合を含む。）及

び同条第１２項の規定は、退職職員（退職し

た江東区職員の退職手当に関する条例第２条

第１項に規定する職員をいう。以下同じ。）

であってこの条例の施行の日以後に安定した

職業に就いた者について適用し、退職職員で

あって同日前に職業に就いた者に対する就業

促進手当に相当する退職手当の支給について

は、なお従前の例による。 
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